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ら派遣が決定した人数は、約 310 人（他に一部期間のみ派遣決定した人数

30人強）と、約 60％に留まっている。 

その主な要因としては、被災地以外の市区町村も、職員を派遣する余力が

ないということが挙げられる。行財政改革による職員数削減が進む一方で、

地方分権改革等に伴う権限移譲をはじめとして、基礎自治体が行う業務は増

加しており、中長期に職員が不在となることは、自らの業務にも大きな影響

を及ぼす。 

中長期の職員派遣要請では、全体の約６割が技術系職員に対するもので、

そのうちの３分の２は、土木技術職（農業土木を含む）が占めている。被災

市町村にとっては、少しでも早く復旧・復興を進めるために、即戦力となる

実務経験者の派遣が望まれている。 

このような状況の中で、多くの市区町村は、支援したくても二の足を踏ん

でいるのが現状である。 

多摩 26 市の退職職員の中には、被災地出身の者もいるし、親族が被災地

にいる者もいる。これまでの行政経験の中で培ってきた知識や技能を、被災

地のために活かしたいと思っている者も多いのではないだろうか。 

ついては、退職職員を被災地支援に積極的に活用することも必要である。 

 

○ 被災時の応急措置及び復旧・復興のために 

私たち多摩 26 市が、被災した場合の対策についても、考えておかなくて

はならない。 

東日本大震災以降、東京都においても首都直下地震等による東京の被害想

定の見直しが行われ、東京湾北部地震については、従来の想定よりも震度が

大きくなると想定されている。また、新たに立川断層帯地震の被害想定が追

加され、震源に近いところでは、震度７の揺れ、都内における死者約 2,600

人、建物被害約 85,700棟と想定されている。 

東日本大震災の被災自治体の多くでは、職員も被災し、亡くなったり、負

傷したりする例が多く見られている。 

さらに、夜間や早朝、休日など、職員がいない時間帯に災害が発生した場

合、はたしてどのくらいの数の職員が参集できるのだろうか。事前想定した

人員が集まらない場合、限られた職員で応急措置を行なわなければならない

ことも大きな課題となる。 

また、被災後、通常業務を行いつつ、復旧・復興業務も行っていくために

は、一定期間、通常より多くの人材が必要である。 

東日本大震災の被災市町村をみても、全国の自治体からの応援職員だけで

は、必要な人員は確保できていない。危機管理として、大規模災害に見舞わ
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■ 地方自治体における退職職員の人材活用の必要性とその背景 

平成23年３月11日に発生した東日本大震災から２年が経とうとしている現

在も、引き続き被災市町村からは、中長期の職員派遣要請がされている。その

理由として、被災市町村では、復興の担い手となる人材が十分確保できていな

い現状がある。 

東京多摩 26 市においても、行財政改革の推進により職員数が減少する中、

今後も中長期にわたって被災地支援を行っていくことは難しい状況にある。 

このようなことから、東京都市長会では、平成 24 年２月に政策提言『広域

連携による災害時人的支援について―迅速・継続的な人的支援、そして将来の

災害に備えて―』の中で、「退職職員人材データバンクの開設」について提言

を行った。 

一方で、多摩 26 市が被災した場合、いかに応急措置や復旧・復興のための

人材を確保するか、いわゆる「受援」のあり方も大きな問題である。 

また、行財政改革の結果、各市で職員構成がアンバランスとなっており、平

時業務に関しても、団塊世代の大量退職により、行政における専門知識、ノウ

ハウの継承等が難しくなるなどの課題も同時に生じてきている。特に、土木や

建築などの専門職員が減少しており、都市基盤の適切な維持管理はもちろんの

こと、都市再生などで必要とされる専門知識等を有する人材をどのように確保

をしていくかが課題となってきている。 

そこで、本提言では、「退職職員の人材活用」についての現状と課題を整理

し、有効な施策について検討していくこととする。 

 

○ 被災地支援のために 

東日本大震災において甚大な被害を受けた岩手、宮城及び福島の東北３県

の被災市町村では、徐々にではあるが復興への取り組みが進められている。 

しかしながら、地震そのものだけでなく、津波や東京電力福島第一原子力

発電所の放射能事故により、広範囲、かつ複合的に被害が重なっているため、

完全な復興には、多面的な対応が必要である。 

被災市町村によっては、多くの職員が犠牲になったことなどの影響から、

通常業務に加え、増大した復興業務を担うべき人材が不足し、思ったように

は、復興事業が進んでいない状況にある。 

平成 24年４月 13日付の全国市長会などを通じた被災市町村への中長期的

な職員の派遣依頼では、派遣要請人数約 540 人に対し、全国の地方自治体か
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をしていくかが課題となってきている。 

そこで、本提言では、「退職職員の人材活用」についての現状と課題を整理

し、有効な施策について検討していくこととする。 

 

○ 被災地支援のために 

東日本大震災において甚大な被害を受けた岩手、宮城及び福島の東北３県
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を検索し、確保することができる。 

さらに、将来的に、その時々の各市の事業ニーズに合った人材を、多摩

26市間で、他市の行政経験者の中から求める広域的な活用方法の検討も始

めてみてはどうだろうか。 

 

○ 「任期付職員制度」の活用 

東日本大震災の被災市町村では、復興事業が本格化するに従い、全国の自

治体からの応援職員だけでは、人材が不足する事態が生じていることから応

援職員以外にも必要な人材を集めるため、任期付職員の採用を行うところが

増えてきている。岩手・宮城・福島の被災３県においては、被災市町村に代

わって、県が採用した任期付職員を被災市町村へ派遣する試みも行っている。 

また、支援側の自治体の中には、自ら被災地支援のための任期付職員を採

用し、被災市町村へ派遣しているところもある。 

このように、復興事業が中長期にわたる状況では、数カ年にわたって継続

的な取り組みが必要なことから、任期付職員制度を活用する事例が目立って

きている。 

ただ、任期付職員制度を活用するためには、事前に、「一般職の任期付職

員採用条例（以下「任期付職員条例」という。）」を制定しておく必要があり、

多摩 26市でも、直ちに活用を考えていない市においても、危機管理上から

条例を制定しておくなどの準備が必要である。 

 

 

              

 

れた際に、必要な人材を確保する方法を事前に想定しておくべきではないだ

ろうか。 

そして、その課題への対策の一つとして、退職職員の人材活用が考えられ

る。 

 

○ 平時業務での人材活用のために 

行財政改革の推進に伴い、多くの市区町村で職員数が減少する中、平時業

務において期間が限られたプロジェクトや専門的な知識や資格が必要な事

業を行う際に、正規職員の中に適任者がいないケースが見られる。 

しかしながら、新たに正規の専門職員を採用することは難しく、いかに人

材を確保するのかが課題となっている。 

そこで、退職職員の中から事業に係る実務経験者や必要な資格を有する者

を任用することも一つの方法である。退職職員を任用する効果として、退職

職員が持つノウハウや専門的な知識を活かしてもらうことができ、あわせて

正規職員の指導・教育・育成を行ってもらうこともできる。 

このように、平時における喫緊な課題に対して「市組織内に適任者がいな

い」、「内部で人材育成するのには時間がかかる」、「期間が限定的な事業」な

どの場合、退職職員が再任用職員や任期付職員として活躍できる条件整備を、

積極的に検討すべきではないだろうか。 

 

■ 「退職職員の人材活用」のためのツールの検討 

本提言では、「退職職員の人材活用」のためのツールとして、「退職職員人材

データバンクの構築」について検討をしていくとともに、「任期付職員制度の

活用」について考えていくこととしたい。 

 

○ 退職職員人材データバンクの構築 

被災地支援や災害対応に退職職員を任用する際、ニーズに合った人選を行

うことが必要である。 

特に、自らが被災した場合、被害が大きければ大きいほど、応急措置や復

旧・復興に必要な人員・人材をいかに早く確保できるかが、その後の対応に

も大きく影響してくる。 

また、平時の事業でも、職種や業務経験及び資格など、速やかに事業のニ

ーズに合った知識やノウハウを有する人材を確保できるかで、事業の進捗や

成果に影響を及ぼすことになる。 

そのために、多摩 26市各市が「退職職員人材データバンク」を設置し、

退職職員の資格や経験職種などを登録しておけば、直ぐに業務にあった人材
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図表 2-2退職職員の雇用形態の組み合わせ 

雇用形態の組み合わせ 回答数 

再任用職員のみ ９市（34％） 

再任用職員・嘱託員 ８市（30％） 

再任用職員・臨時的任用職員 ３市（12％） 

再任用職員・嘱託員・臨時的任用職員 ２市（８％） 

再任用職員・任期付職員 ２市（８％） 

再任用職員・嘱託員・非常勤職員 １市（４％） 

嘱託員・臨時的任用職員 １市（４％） 

計 26市（100%） 

 

■ 平成 24年度当初に不足していた職種 

平成 24年度当初に、平成 23年度末の退職職員を任用しても、なお不足する

職種が「ある」と回答したのは８市であった。 

不足している職種については、図表２-３のとおり、10の職種が挙げられて

いる。 

なお、７の職種が不足している１市においては、その補充を、「年度途中及

び翌年度職員の採用試験により正規職員とする予定」との回答であった。 

 

図表 2-3平成 24年度当初８市で不足した職種 

職種 回答数 

一般事務職 ３市（12％） 

土木技術職 ２市（８％） 

電気技術職 ２市（８％） 

学芸員 ２市（８％） 

保育士 ２市（８％） 

保健師 １市（４％） 

建築技術職 １市（４％） 

機械技術職 １市（４％） 

化学技術職 １市（４％） 

造園技術職 １市（４％） 

 

  

              

 

２ 退職職員の人材活用に係る現況と課題 

 

（１）多摩 26市の退職職員の任用状況 

～多摩 26市人事担当部署アンケート結果から～ 

 

退職職員を災害対応や平時業務で、効率的に任用する手段として、退職職員

人材データバンクの構築を検討するに当たり、多摩 26市における「退職職員の

雇用形態」、「不足している職種」及び「大災害で被災した際に不足する専門職

員の補充方法の想定」等について、平成 24 年 10月にアンケートを実施した。 

ここでは、アンケートの結果から、多摩 26市の現況及びそこから浮かび上が

ってきた課題を確認する。 

 

■ 退職職員の雇用形態 

退職職員の雇用形態には、「臨時的任用職員」、「再任用職員」、「任期付職員」、

「非常勤職員」及び「嘱託員」が挙げられる。 

アンケート結果では、図表２-１のとおり、「再任用職員」が 25 市と最も多

く、「嘱託員」12 市、「臨時的任用職員」６市、「任期付職員」２市、「非常勤

職員」が１市であった。 

「再任用職員」及び「任期付職員」として採用するためには、各市で条例の

制定が必要であるが、多摩 26 市のうち任期付職員条例を制定しているのは６

市で、自市の退職職員を採用しているのは２市に留まっている。 

 

図表 2-1退職職員の雇用形態 

雇用形態 回答数 

再任用職員 25市（96％） 

嘱託員 12市（46％） 

臨時的任用職員 ６市（23％） 

任期付職員 ２市（８％） 

非常勤職員 １市（４％） 

 

退職職員の雇用形態の組み合わせは、図表２-２のとおり、「再任用職員のみ」

が９市と最も多く、次いで「再任用職員・嘱託員」８市、「再任用職員・臨時

的任用職員」３市、「再任用職員・嘱託員・臨時的任用職員」及び「再任用職

員・任期付職員」が各２市、「再任用職員・嘱託員・非常勤職員」及び「嘱託

員・臨時的任用職員」が各１市であった。 
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「民間退職者」と「他自治体退職職員」を合わせた専門職７人の職種は、

「保育園長」、「学芸員」及び「土木技術職」などで、採用理由として「経営

能力のある保育園長を民間退職者から採用した」や「求める業務の経験及び

資格等を有する者を採用した」などが挙げられており、「民間での経験」、「コ

スト意識」及び「資格」など、特別な能力や資格を持つ人材を求めているこ

とがわかる。 

 

図表 2-5 任期付職員の採用状況 

採用状況 回答数 

採用している ４市（15％） 

採用していない ２市（８％） 

条例なし 20市（77％） 

計 26市（100%） 

 

図表 2-6 ４市の採用した任期付職員の前職別一覧 

 一般事務職 専門職 計 

自市退職職員 ２人（２市） ０人（０市） ２人（２市） 

他自治体退職職員 ３人（１市） ４人（３市） ７人（４市） 

民間退職者 77人（３市） ３人（１市） 80人（３市） 

計 82人（４市） ７人（３市） 89人（４市） 

 

○ 「任期付職員条例」の今後の制定予定 

任期付職員条例を制定していない 20 市の今後の制定予定については、図

表２-７のとおり、６市で「予定あり」又は「検討中」としている。その理

由として、「災害時の復興活動や被災地支援のために必要な職員の任用、平

時における高度な専門知識を活用する職の設置等を検討しているため」や

「専門的な知識や経験を有する職員を採用するため」などが挙げられている。 

一方、「予定なし」とした 14 市の理由は、「現状では必要としていない」

や「災害時には応援協定都市からの協力を第一と考える」などであった。 

 

図表 2-7 任期付職員条例の制定予定の有無 

制定予定 回答数 

予定あり ３市（12％） 

検討中 ３市（12％） 

予定なし 14市（54％） 

※ アンケート後、「予定あり」と回答した中には、条例を制定した市もある。 

              

 

■ 首都直下地震等で被災した際に不足する専門職員の補充方法の想定 

多摩 26市は、首都直下地震や立川断層帯地震で大きな被害が想定されるが、

復旧・復興事業で専門職員が不足すると想定した場合の補充方法は、図表２-

４のとおり、「災害時相互応援協定都市（以下「応援協定都市」という。）等か

らの応援」が 21市と最も多く、「退職職員の人材活用」、「東京都等で募ったボ

ランティアの派遣」及び「不足する部署へ他部署から応援」が各１市であった。

なお、「地域防災計画の見直しにあわせて検討」の２市では、まだ具体的な想

定ができていないと考える。 

また、不足が想定される職種や人員については、「建築技術職」と「土木技

術職」を１市が挙げているものの、人員は想定できていない。 

 

図表 2-4 災害復興時に想定する不足職員の補充方法 

補充方法 回答数 

応援協定都市等からの応援 21市（80％） 

退職職員の人材活用 １市（４％） 

東京都等で募ったボランティアの派遣 １市（４％） 

不足する部署へ他部署から応援 １市（４％） 

地域防災計画の見直しに合わせて検討 ２市（８％） 

計 26市（100%） 

 
■ 任期付職員条例の活用 

中長期間にわたる災害対応業務や平時における期間限定的なプロジェクト

においては、専門的な知識、経験及び資格を有する職員が必要ではあるが、正

規職員や自市の退職職員に適当な人材が見当たらない場合には、専門的な知識

やノウハウを有する多摩 26 市他市の退職職員を任期付職員として任用するこ

とも一つの手段と考える。 

そこで、多摩 26 市の任期付職員条例の活用状況及び今後の制定予定につい

て確認する。 

 

○ 任期付職員の活用状況 

多摩 26市では、６市が任期付職員条例を制定しており、図表２-５のとお

り、そのうち４市で民間及び自治体退職職員を任期付職員として採用してい

る。 

４市が採用した任期付職員は、図表２-６のとおり、「民間退職者」が 80

人と最も多く、そのうち「専門職」は３人であり、「他自治体退職職員」の

４人と変わらない状況にある。 
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■ アンケート結果から見えてきた課題 

首都直下地震や立川断層帯地震により大きな被害が想定される多摩 26 市の

各市では、東京都地域防災計画や東日本大震災の被災地支援の経験などを基に、

地域防災計画の修正やＢＣＰの策定に取り組んでいるところである。 

そのような中でアンケートを実施したところ、「震災等で被災した際に不足

する専門職員の補充方法」と「任期付職員条例の制定」について課題が浮かび

上がってきた。 

 

○ 震災等で被災した際に不足する専門職員の補充方法 

首都直下地震などで被災し、復旧・復興事業で専門職員が不足した際の補

充方法の想定では、「応援協定都市からの応援」、「ボランティア派遣」及び

「ＢＣＰでは、専門職の業務は縮小業務に分類している」などが回答に挙げ

られている。 

確かに、東日本大震災の応急措置では、応援協定都市や友好都市などから

の応援職員による水平的支援が迅速で効果的であった。復旧事業では、多岐

にわたる膨大な作業量のために多くのマンパワーが必要であり、応援協定都

市をはじめ、全国の自治体からの応援職員やボランティアが支援活動を行っ

た。 

アンケートの回答で挙げられている人材確保の方法は、応急措置や復旧事

業では有効であったといえる。 

しかし、復興事業が本格化してくると、「土木系」や「建設系」などの専

門職員を必要とする事務量が増大し、応援職員だけでは対応できない事態と

なった。そのため、被災市町村では、全国市長会等を通じた職員派遣要請な

どで補充を図ろうとするも、不足を埋めるだけの人材確保には至らない状況

が続いている。 

多摩 26 市が被災する場合、東日本大震災とは災害の質が異なると想定さ

れる。しかし、現状の補充方法の想定のまま首都直下地震などにより甚大な

被害が発生した場合は、復旧・復興事業で深刻な専門職員不足が懸念される。 

このような事態を回避するためにも、災害時のフェーズに応じた必要な職

種や人員を具体的に想定し、応援職員以外にも退職職員を活用するなど、人

材を確保する手段を多数保持することが肝要である。 

 

  

              

 

■ 退職職員人材データバンクの活用 

災害対応及び平時業務で不足する専門職員の補充を目的とする退職職員人

材データバンクの活用に関する多摩 26 市各市の意思は、図表２-８のとおり、

「活用したい」が 12市、「わからない」が 14 市であり、「活用したくない」は

無かった。 

「活用したい」の理由のうち、災害対応に関しては、「地域防災計画の見直

しで、退職職員の人材活用について検討する」や「災害時は、通常の方法での

人員確保は困難が予想されることから活用を検討したい」などが挙げられてい

る。平時業務では、「公務への理解力があり、即戦力として期待できる」や「専

門職種については、新規採用で補えない場合には、臨時職員で対応するが、な

かなか採用に至らない状況にある」などが挙げられている。 

一方、「わからない」の理由のうち、災害対応では、「災害時は業務継続計画

（以下「ＢＣＰ」という。）で専門職員の業務は縮小業務に分類しており、専

門職員の不足は見込んでいない」や「災害時対応業務のほか、優先継続業務を

行う人員が不足すると思われるが、任期付職員として補充するか未定」などが

挙げられている。平時業務では、「任期付職員条例を制定する予定がない」や

「経験者の活用が組織にとって、中長期的な視点から有意義であるとは思えな

い」などが挙げられている。 

また、退職職員人材データバンクのその他の活用方法については８市から回

答があり、「被災自治体への応援組織」、「広域的な再任用ポストの調整」、「地

域及び広域的なボランティア活動」及び「シルバー人材センターとの連携」な

どが挙げられている。 

 

図表 2-8 退職職員人材データバンクの活用意思 

活用の意思 回答数 

活用したい 12市（46％） 

わからない 14市（54％） 

活用したくない ０市（０％） 

計 26市（100%） 
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図表 2-8 退職職員人材データバンクの活用意思 

活用の意思 回答数 

活用したい 12市（46％） 

わからない 14市（54％） 

活用したくない ０市（０％） 

計 26市（100%） 
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（２）災害対策における退職職員の人材活用 

～東日本大震災における退職職員の任用事例から～ 

 

東日本大震災の被災市町村では、復興事業に係る業務量の増大により、深刻

な職員不足が生じている。 

全国の自治体からは、中長期の職員派遣による支援が続けられているものの、

支援側の自治体にとっても、中長期に正規職員が不在となることは業務への影

響が大きく、被災市町村が要請する人数には満たない状況となっている。 

このような状況の中、東日本大震災の被災地支援において、いくつかの自治

体で、退職職員を活用した事例が見受けられる。 

 

■ 再任用職員及び臨時的任用職員として退職職員を任用した事例 

千葉県及び岐阜市では、退職職員を地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）

第 28 条の４第１項、第 28 条の５第１項又は第 28 条の６第１項若しくは第２

項の規定に基づき県及び市職員として再任用し、地方自治法第 252 条の 17 の

規定に基づき、被災自治体へと派遣している。 

千葉県では、正規職員に派遣可能な技術職員がいなかったことから、退職時

に再任用を希望しなかった定年退職者の中から被災地派遣に意欲のある者を

募集し、応募のあった１人を新たに再任用職員として採用し、被災自治体への

派遣を行った。 

岐阜市では、庁内で派遣希望者を募ったところ、定年退職予定者２人から派

遣に応じてもよいとの申し出があったため、再任用職員として採用し、被災自

治体への派遣を行った。 

愛知県では、従来から専門技術職の退職職員のうち、地方公務員法第 22 条

第２項に規定される臨時的任用を希望する者をあらかじめ登録しておく仕組

みを設けており、被災自治体へ派遣した正規職員の補完として必要な職種と希

望者がうまくマッチングできれば、この仕組みを活用することとしている。ま

た、退職職員の互助組織の協力を得て、会報や互助組織のホームページに被災

自治体の職員採用情報の案内を掲示している。 

 

■ 任期付職員として退職職員を任用した事例 

任期付職員は、地方公務員法の特例法である「地方公共団体の一般職の任期

付職員の採用に関する法律」（平成 14 年法律第 48 号。以下「任期付職員法」

という。）の規定に基づくもので、行政事務の専門化・高度化への対応や喫緊

の課題を解決するため、地方公共団体の条例により、専門的な知識や経験を有

する人材を一定期間活用する制度である。 
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○ 「任期付職員条例」の制定 

多摩 26 市で任期付職員条例を制定しているのは６市に留まり、制定して

いない 20 市の内 14 市では制定の予定がなく、その理由として、「現状では

必要としていない」や「災害時には応援協定都市からの協力」などを挙げて

いる。 

東日本大震災の被災市町村では、復旧・復興事業で、応援協定都市等から

の応援職員だけでは、専門職員が不足するため、全国市長会等を通じて職員

派遣を要請している。しかし、多摩 26 市の各市と同様に、全国の自治体で

も行財政改革の推進により、職員が減少している現状では、要請を満たすだ

けの職員派遣は難しく、被災市町村では、十分に人材を確保することができ

ない状況にある。 

一方、被災自治体の中には、任期付職員を採用して専門職員を増員する動

きが出てきている。 

復旧・復興事業に従事するために補充する専門職員は、即戦力となる実務

経験者が望まれる。そのため、雇用形態が臨時的任用職員や非常勤職員では、

本格的な業務に携わることができないなどの制約があり、復旧・復興事業に

支障をきたしてしまう。 

そこで、災害対応のために、一定期間、正規職員と同じ本格的な業務が行

える人材を確保するには、任期付職員として採用する必要があり、まだ条例

を制定していない多摩 26 市の各市でも、有事に備えた人材確保の手段の一

つとして、任期付職員条例を制定しておくことが望まれる。 
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○ 被災自治体における任期付職員の採用 

マンパワー不足に対応するための手段として、被災自治体の中には、図表

２-10のとおり、復興の担い手等として自らの自治体で任期付職員を採用し

ようとする動きも出てきている。 

宮城県内では、仙台市をはじめ、名取市、石巻市、女川町、南三陸町など、

多くの自治体で任期付職員の採用を実施している。 

また、岩手県、宮城県及び福島県では、県職員として任期付職員を採用し、

被害の大きかった沿岸自治体を中心に、応援職員として派遣をする取り組み

を行っている。募集に際しては、東京都の協力のもと、都内で説明会や採用

試験等も行われている。 

岩手県大槌町では、神戸市の退職職員を任期付職員として採用している。

これは、神戸市が土地区画整理事業経験職員の派遣要請を受けた際に、正規

職員の派遣が困難であったことから、神戸市都市整備公社に再就職していた

神戸市退職職員を、短期派遣として派遣したことがきっかけとなっている。 

  

              

 

任期を定めて採用された職員であっても、常勤の一般職の地方公務員であり、

守秘義務や営利企業等従事制限等の地方公務員法の服務規定の適用を受ける。 

東日本大震災における被災地支援として、支援側の自治体でも、正規職員で

はなく、任期付職員を採用し、被災市町村に派遣を行う試みが始められている。

これらの募集では、行政経験の有無を応募資格としているわけではないが、即

戦力となる行政経験者やまちづくりに係る実務経験者などの人材を求めてい

る。 

 

○ 支援自治体における任期付職員の採用 

東京都が、平成 24 年５月に募集を行った「被災地支援に係る東京都任期

付職員採用」では、応募者 203人の約３割が行政経験者であり、都外自治体

経験者からも応募があった。最終選考の結果、47人（土木職 34人、建築職

13 人）が合格し、そのうちの約４割が行政経験者で、都庁退職者７人（建

設局、都市整備局、港湾局などの経験者）のほか、国土交通省退職者、青森

県及び京都府などの他府県自治体退職者もいた。合格者は、「東京都の一般

職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例」に基づき、任期付職員

として東京都職員として採用され、地方自治法第 252 条の 17 の規定に基づ

き、被災地自治体へ派遣された。なお、採用された方の最高年齢は、67 歳

であり、応募者の中には、73歳の方もいた。 

東京都以外では、兵庫県が宮城県内へ、岡山市が宮古市へ、長浜市が気仙

沼市へ、それぞれ自ら任期付職員を採用し、応援職員として派遣している。 

 

 

図表 2-9 東日本大震災に係る支援自治体における任期付職員の募集（採用）事例 

（平成 24年 11月 30日現在） 

自治体名 職 種 募集人数 目 的 

東京都 土木、建築 ※1 47 被災地支援 

兵庫県 一般事務、土木、建築 30 被災地支援（宮城県内） 

大阪市 一般事務、土木、建築、機械、電気 20 被災地支援 

岡山市 用地関係事務、土木 5 被災地支援（宮古市） 

長浜市 土木 2 被災地支援（気仙沼市） 

（東京都市長会事務局調べ） 

※1 東京都は、採用決定人数。 
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（３）災害対策における退職職員の人材活用のための法令等の課題 

 

■ 災害対策関係法令における人的支援に係る課題 

我が国の災害対応の基となる災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）で

は、災害対策や発災時の応急措置を一次的には被災市町村の責務としている。 

また、都道府県及び市町村間での職員派遣要請やあっせん、相互応援義務等

についても規定しており、応急対策期については、ある程度考慮されたものと

なっている。 

しかし、応急対策が一段落した後の復興期における自治体間協力や職員派遣

等については、平成 24年度の法改正においても、特段の規定はしていない。

また、発災後、いつまでが応急対策期に当たるのかも明確に示していない。 

東日本大震災の発生から約２年が経過しようとしている現在でも、被災市町

村から全国の自治体へ中長期の職員派遣要請がなされており、応急対策期だけ

でなく復興期においても、自治体間協力や職員派遣が必要なことが明らかとな

っている。 

これらの要請に対し、支援自治体では、正規職員だけでなく行政経験者や民

間での関連実務経験者を自ら任期付職員として採用し派遣するなどの工夫に

より、最大限に応えようと努めているところである。 

また、被災自治体においても、任期付職員制度を活用し人材確保に努めてい

るが、そのための説明会や採用試験を、東京都が協力し都内でも実施するなど、

様々な形で全国の自治体が被災自治体への支援を行っている。 

これらの取り組みは、必ずしも災害対策関係法令に基づき行われているもの

ではないため、自治体により支援の度合いに差があることは否めない。 

現在の法体系では、復旧・復興に係る中長期的な人的支援についての視点が

不十分である。この点を整備し、制度として明確化することで、自治体による

支援のばらつきを無くし、被災地への支援をより厚くすることができる。その

際、職員派遣のスキームの一つとして、退職職員の人材活用についても明示し

ておくことが望まれる。そして、これらに係る財政支援も含めた法制度の充実

が必要ではないだろうか。 

  

              

 

図表 2-10 東日本大震災に係る被災自治体における任期付職員の募集（採用）事例 

（平成 24年 11月 30日現在） 

自治体名 職 種 募集人数 目 的 

岩手県庁 一般事務、総合土木、建築 183 被災地支援、復旧復興 

宮城県庁 税務事務、用地補償、保健師、土木、建築、機械、

電気、埋蔵文化財 

129 被災地支援 

福島県庁 行政事務、土木、建築 

行政事務、土木、建築 

85 

160 

復旧復興 

復旧復興、被災地支援 

仙台市 一般事務、土木、建築、文化財技師 50+α 復旧復興 

宮古市 一般事務、土木 10 復旧復興 
釜石市 一般事務、土木、建築、機械、電気、保健師 21 復旧復興 
大船渡市 一般事務、土木 8 復旧復興 
陸前高田市 一般事務、土木、建築 24 復旧復興 
大槌町 一般事務、土木 12 復旧復興 
山田町 一般事務、土木、建築 5 復旧復興 
野田村 一般事務、土木 14 復旧復興 
田野畑村 一般事務、土木、建築 11 復旧復興 

塩竈市 土木 若干名 復旧復興 

名取市 一般事務、土木、建築、保健師、文化財技師 13 復旧復興 

石巻市 一般事務、土木、建築、機械、電気、学芸員、保

健師 

31 復旧復興 

東松島市 行政、行政（障害者）、建築、土木、保健師 17 復旧復興 
女川町 一般事務、土木、保健師 各若干名 復旧復興 
南三陸町 行政（用地買収） 10 復旧復興 
山元町 土木、建築、保健師、行政、土木、農業土木 11+α 復旧復興 
南相馬市 一般事務、土木、建築 30 復旧復興 
楢葉町 一般事務、土木、建築、化学、保健師、社会福祉 7 復旧復興 

（東京都市長会事務局調べ） 
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（４）行政機関等における人材データバンクの運用状況 

 

退職職員人材データバンクを事前に構築しておくメリットは、災害時など緊

急な対応が必要な場合に、迅速に人材を確保できることである。 

東日本大震災の被災市町村で、復興事業のために行政経験のある人材を求め

る傾向があるように、被災地支援だけでなく、私たちが被災した場合にも、退

職職員の業務経験や職種により、実務経験があり即戦力となる人材をすぐに探

し出すことができる。これは、平時業務でも、同じことがいえる。 

ここでは、人材データバンク運用の現況として、必ずしも行政の退職職員に

限定しているものではないが、まず、災害対応として、国土交通省の「復興支

援まちづくり人材バンク」を挙げるとともに、平時における退職職員のデータ

バンク運用事例として「都庁版人材バンク」を実例として挙げる。 

 

■ 国土交通省による復興まちづくり人材バンク 

東日本大震災の被災地においては、

復興に向けたまちづくりが本格的に

進められるところであり、民間コンサ

ルタントや学識経験者、地方公共団体

ＯＢなどの、まちづくりに関する専門

的な知識や技術を有する方々による

支援が求められている。 

そこで、国土交通省では、まちづく

りの専門家の情報に関する「復興まち

づくり人材バンク」を構築し、インタ

ーネット上で公開するとともに、被災

自治体に提供することにより、被災自

治体や地域住民による協議会等が必

要とするまちづくり専門家を、容易に

検索することができる環境整備を進

めることとしている。 

その成果については、現在、都市計

画協会が、国土交通省から引き継ぎ、

運用をしている。 

図表 2-11 復興まちづくり人材バンク手続きフロー 

 
 

情報閲覧 

国土交通省又は都市計画協会の WEB サイトか

ら、登録されたまちづくり専門家の情報を閲覧 

相談・協議 

地元団体は、まちづくり専門家を必要とする場

合は、被災自治体と相談・協議 

支援依頼・交渉 

被災自治体は、復興まちづくり及び地元団体が

進めるまちづくりの支援のために、まちづくり

専門家に依頼 

意向確認 

被災自治体が、依頼内容、活動条件等を確認の

うえ、まちづくり専門家と交渉 

契約 

被災自治体が、まちづくり専門家と個別契約 

              

 

■ 職業安定法における退職職員の紹介・あっせんの制限 

災害時における応急対策期後の復旧・復興期に、被災自治体からの要請に応

じて、退職職員を紹介・あっせんすることは、職業紹介に該当し、職業安定法

（昭和 22年法律第 141号）の制約を受けることになる。 

地方公共団体が職業紹介を行う場合には、その区域内における住民の福祉の

増進及びそれに附帯する業務等に関連する無料の職業紹介業務として、厚生労

働大臣に事前に届け出る必要がある。 

このことから、被災自治体からの要請に応えることが区域内の住民の福祉の

増進になるのならば、被災自治体に退職職員を紹介・あっせんすることができ

ると考えられる。 

しかし、職業安定法は元来、災害対策を想定していないため、被災自治体へ

の紹介・あっせんを退職職員に限定すると、均等待遇、いわゆる差別的な取扱

いの禁止に抵触してしまう。 

これらのことに関する厚生労働省の見解は、「自治体の退職職員に限定して

職業紹介を行うためには、自治体の施策として、退職職員に限定した被災地支

援に関する制度設計をした上で実施する必要があり、届出を行う際には、退職

職員の採用先を限定する根拠として、紹介・あっせん先の被災自治体と、退職

職員が勤めていた紹介・あっせん元となる支援自治体との間で、事前の協定締

結が必要である。また、行政区域の内外については、間接的に住民の福祉の増

進等につながり、行政の業務として取り扱われるものであれば、勤務地は、支

援自治体の区域内に限定されるものではない。」としている。 

このことから、退職職員を被災自治体の求めに応じて紹介・あっせんするこ

とができるケースは、友好都市や応援協定都市など、事前に職業紹介に関する

協定を締結できる自治体に限定される。 

杓子定規に法律を解釈するならば、平時に付き合いのない自治体が災害で困

っていても、退職職員の職業紹介に関する協定を締結し、無料職業紹介事業に

係る届出を行った上でないと、退職職員の紹介・あっせんはできないというこ

とである。 

東日本大震災を見ても、被災自治体においては、そのような手続を悠長に行

っている時間も余裕もない。 

ついては、災害等の有事の際には、特例措置なり、例外規定等を設けるなり

して、復旧・復興期においても、退職職員の紹介・あっせんをスムーズに行え

るように法令を改正する必要があるのではないだろうか。 
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（４）行政機関等における人材データバンクの運用状況 
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図表 2-14 都庁版人材バンク手続きフロー 

 

選考等の実施 

求人企業と退職予定者で日程調整し、選考実施 

選考結果を都に連絡 

図表 2-15 都庁版人材バンクのイメージ 

 

（東京都ホームページより） 

 

求人の受付 

都職員の再就職を希望する企業等は、求人申込書

兼誓約書を提出 

人材情報の提供 

退職予定者の経験や知識等を勘案し、求人企業

等の求人内容に合致する人材情報を提供 

人材情報の選定 

求人企業等が情報提供を受けた人材の採用を希

望する場合、都より退職予定者に求人情報を提

供 

              

 

 

 

 

○ 都庁版人材バンク 

東京都では、退職する課長級以上の幹部職員の再就職について、透明性と

公平性を確保するために「都庁版人材バンク」を整備し、再就職の仕組みを

構築している。 

この制度のポイントとしては、「幹部職員の再就職情報の一元管理」、「民

間企業への再就職手続の整備と透明性の確保」及び「再就職先の公表による

結果の透明性の向上」の３点を挙げている。 

東京都は、職員の再就職の意義として、職員が在職中に培った知識、経験

を様々な分野で活用することは、社会の要請に応じることであり、有意義な

ものとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-12 国土交通省 復興まちづくり人材バンク活用の流れ 

 

 

図表 2-13 採用を希望する事業者に提供する人材情報（職種） 

【事務系職員】 

 福祉・健康医療、教育・文化、産業・労働、財務・税務、環境、都市づくり分野 

【技術系職員】 

 土木、機械、建築、電気分野等の経験者、 看護師、保健師、薬剤師等の資格職 

（国土交通省ホームページより） 
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３ 提言 

―任期付職員制度の活用と退職職員人材データバンクの構築に向けて―  

 

 

              

 

（５）退職職員人材データバンクの構築及び運用における課題 

～個人情報の取扱いに係る観点から～ 

 

退職職員人材データバンクを構築及び運用をする際には、個人情報の取扱い

について、次の点に注意する必要がある。 

「個人情報の保護に関する法律」（平成 15年法律第 57号。以下本項では「法」

という。）において、地方公共団体は、「個人情報取扱事業者」には含まれない

が（法第２条第３項）、「法の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性

に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及

びこれを実施する責務を有する。」（法第５条）、「保有する個人情報の適正な取

扱いが確保されるよう必要な措置を講じることに努めなければならない。」（法

第 11 条第１項）とされており、東京都及び多摩 26 市各市では、その保有する

個人情報の適正な取扱い及び保護等を行うために、個人情報保護条例を制定し、

収集、管理及び利用などの規定を置いている。 

退職職員については、上記規定に基づき取り扱うことになるが、正規職員の

情報についても、内閣府の「個人情報保護法に関するよくある疑問と回答」（内

閣府国民生活局企画課個人情報保護推進室平成 21年６月 25日更新）では、「従

業員に関する情報も個人情報に該当する」としていることや、「行政機関の保有

する情報の公開に関する法律」（平成 11年法律 42号）第５条の規定により、「個

人情報として保護される性質のものである」と考えられる。 

なお、先に紹介した「都庁版人材バンク」では、対象が幹部職員のみとなっ

ており、透明性の確保のために、再就職先について公表を行っているが、これ

については、「東京都職員の再就職に関する取扱基準」第６条において、「再就

職状況のホームページへの公表」について規定し、さらに本人から同意を得る

ことにより慎重に対応している。 

このことから、退職職員人材データバンクを構築するに当たっては、法や各

市における個人情報保護条例等の法令に従い、個人に関する情報がどのような

形で、どこに提供されるのか、事前に運用に際しての利用目的、個人情報の収

集及び保管方法等について明確に基準を設け、本人から同意を得るような仕組

みとすることが必要である。 

 

３  提言
－任期付職員制度の活用と退職職員人材データバンクの構築に向けて－

東京都市長会 Tokyo Association of Mayors

東京都市長会 Tokyo Association of Mayors

東京都市長会 Tokyo Association of Mayors

− 24 −



 

 

 

 

 

３ 提言 

―任期付職員制度の活用と退職職員人材データバンクの構築に向けて―  

 

 

              

 

（５）退職職員人材データバンクの構築及び運用における課題 

～個人情報の取扱いに係る観点から～ 

 

退職職員人材データバンクを構築及び運用をする際には、個人情報の取扱い

について、次の点に注意する必要がある。 

「個人情報の保護に関する法律」（平成 15年法律第 57号。以下本項では「法」

という。）において、地方公共団体は、「個人情報取扱事業者」には含まれない

が（法第２条第３項）、「法の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性

に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及

びこれを実施する責務を有する。」（法第５条）、「保有する個人情報の適正な取

扱いが確保されるよう必要な措置を講じることに努めなければならない。」（法

第 11 条第１項）とされており、東京都及び多摩 26 市各市では、その保有する

個人情報の適正な取扱い及び保護等を行うために、個人情報保護条例を制定し、

収集、管理及び利用などの規定を置いている。 

退職職員については、上記規定に基づき取り扱うことになるが、正規職員の

情報についても、内閣府の「個人情報保護法に関するよくある疑問と回答」（内

閣府国民生活局企画課個人情報保護推進室平成 21年６月 25日更新）では、「従

業員に関する情報も個人情報に該当する」としていることや、「行政機関の保有

する情報の公開に関する法律」（平成 11年法律 42号）第５条の規定により、「個

人情報として保護される性質のものである」と考えられる。 

なお、先に紹介した「都庁版人材バンク」では、対象が幹部職員のみとなっ

ており、透明性の確保のために、再就職先について公表を行っているが、これ

については、「東京都職員の再就職に関する取扱基準」第６条において、「再就

職状況のホームページへの公表」について規定し、さらに本人から同意を得る

ことにより慎重に対応している。 

このことから、退職職員人材データバンクを構築するに当たっては、法や各

市における個人情報保護条例等の法令に従い、個人に関する情報がどのような

形で、どこに提供されるのか、事前に運用に際しての利用目的、個人情報の収

集及び保管方法等について明確に基準を設け、本人から同意を得るような仕組

みとすることが必要である。 

 

３  提言
－任期付職員制度の活用と退職職員人材データバンクの構築に向けて－

− 24 −



              

 

■ 災害応急措置における退職職員の人材活用 

～（仮称）災害時行政支援ボランティア制度の創設～ 

 

  勤務自治体と離れた場所に居住している職員は、発災から早い段階での参

集が難しいことは、東日本大震災発生当日の交通網の混乱状況からも、容易

に推察できる。都内では、交通設備そのものの被害は少なかったが、鉄道は

ほぼ全線で運行中止。幹線道路は車で渋滞し、徒歩で自宅を目指す人で溢れ

た。 

首都直下地震や立川断層帯地震では、鉄道網や道路網が寸断される可能性が

高いことから、夜間や早朝、土日祝日などに発生した場合、各市とも数日間は

少ない職員数で応急措置に追われることになる。 

既に、地域防災計画の見直し作業等において退職職員の人材活用の検討がさ

れている市もあるが、応急措置において、市内や隣接自治体に居住し短時間で

駆けつけられる退職職員による行政への支援制度を、積極的に検討すべきであ
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分け・配布作業、遺体安置所の開設・運営、被災住民の心身のケアなどの業務

が挙げられる。 

退職職員が有する資格や在職時の業務経験等を踏まえ、まず、「災害時行政

支援ボランティア」として、これらの業務のサポートをしてもらい、市が雇用

できる体制が整い次第、「臨時的任用職員」や「嘱託員」などの身分として任

用をすることなどが考えられる。（図表３-１） 
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能が麻痺してしまった。このことからも、行政機関に被害がないという前提は、

もはや成り立たない。 

多摩地域は、海に面していないため津波被害はないことから、あのような事
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各市の地域防災計画では、地震等の規模によって、職員の動員及び配備態勢
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ことも多い。災害発生時刻によっては、多くの職員が参集できないという事態
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今後の地域防災計画やＢＣＰでは、最悪の場合を想定した対応を検討すべき

であり、不足する正規職員の補充要員として、退職職員による対応を想定して

おくことが必要である。 
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者を任用する施策を、地域防災計画などに定めておくことが必要 
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■ 災害時に有効な人材確保の手段として 

退職職員の雇用形態として、現在、多くの自治体で行われているものは、再

任用職員及び嘱託員が主で、任期付職員として採用する例はあまりない。 

任期付職員法は、元々災害時の復旧・復興のために退職した行政経験者等の

活用を念頭においたものではない。 

しかしながら、東日本大震災における復旧・復興に係る事務量の増大に対応

するため、国による技術的な助言（「東日本大震災に係る被災地方公共団体に

対する人的支援について」（総行公第 15 号。平成 24 年２月 24 日））で、被災

市町村及び支援市町村に対し、正規職員以外の派遣職員の確保策として、再任

用職員の採用のほか、任期付職員の採用についての活用を通知している。この

中で、「震災からの復旧・復興に係る事業については、任期付職員法第４条第

１項に定める要件に当てはまるものであり、年齢に係わらず本人の能力に応じ

て任期付職員の採用が可能である。」とし、加えて「任期付職員の採用におい

ては、専門的な知識と経験を有する退職した元職員を活用することも考えられ

る。」としている。 

このように、現在は、国においても、任期付職員制度が、災害時における復

旧・復興のための人材を確保する手段として、有効なものとして認識をしてい

る。 

 

■ 有事に備えた任期付職員条例制定の推進 

被災市町村では、日常業務を滞りなく遂行しながら、早急に復旧・復興を進

めるため、業務経験のある職員派遣を他の市町村に要請しているが、支援を考

えている市町村の中には、職員数が減少している現状では、中長期に正規職員

を派遣するのは難しいと考えているところも多い。それに対し、復旧・復興事

業は、短期間で終わるものではないことから、数年スパンでの人材確保が必要

となっている。 

◆ 一般職の任期付職員制度の積極的な活用のすすめ 

● 復旧・復興に必要な人材を確保する手法として、支援側の市町村でも退職職員

の人材活用を積極的に考えるべき 

 ● 自らが被災したときの受援を考え、危機管理対策の観点からも、任期付職員条

例の制定を進めていくべき 

 ● 人的支援の面からも、友好都市や応援協定締結都市にも任期付職員条例の制定

の働きかけが必要 

              

 

■ 復旧・復興事業等への退職職員の人材活用 

これまでの各自治体の地域防災計画やＢＣＰは、防災対策や災害発生時の応

急対策が主であり、中長期的な視点に立った計画にはなっていない。 

東日本大震災の発生から２年近く経っても、被災自治体の多くは、マンパワ

ー不足が続き、復旧・復興がなかなか進んでいない。 

友好都市や応援協定都市からの応援職員派遣も、短期的なものであれば、自

らの業務に影響があっても、「被災地を支えていこう」という気持ちから対応

が期待できるが、職員の派遣期間が１年を超え、更に３年、４年と復興事業が

続き長期化すると、支援自治体においても、自らの業務や組織内の人員配置に

大きな影響を及ぼすことになる。 

東日本大震災の被災市町村の中には、復旧・復興事業に従事する職員を確保

するために、任期付職員を募集するところも多く見られる。いち早く復旧・復

興を進めるためにも、いかに人材を確保するかということが課題となる。 

被災時に自市で中長期的な復旧・復興のための人材を確保しておく手立てと

して、退職職員を業務経験や専門資格に応じて活用する方法について、あらか

じめ地域防災計画などに定めておくことも必要ではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 3-1 災害発生後から復興期に至る退職職員の身分の位置付け 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：各期の期間は、災害による被害程度によって異なる。 

【災害発生直後・応急措置 （発災～概ね１週間）】 

（仮称）災害時行政支援ボランティア 

【復旧期（１週間後～概ね６カ月）】 

臨時的任用職員・嘱託員 

【復興期 （６カ月～５カ年後）】 

再任用職員・任期付職員 
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（２）一般職の任期付職員制度の積極的な活用のすすめ 
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図表 3-1 災害発生後から復興期に至る退職職員の身分の位置付け 
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（３）退職職員人材データバンクの活用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

退職職員人材データバンクの主な活用方法としては、まず「災害への対応」

が挙げられるが、これは「被災地支援を行う場合」と「自市が被災した場合」

の、大きく二つのケースに分けられる。 

「被災地支援を行う場合」については、さらに、登録された職員を「被災市

町村が任期付職員等として採用する方法」と「派遣元の市が再任用又は任期付

職員として採用し、被災市町村に派遣する方法」の２通りが考えられる。なお、

派遣元で採用した退職職員を直接被災地へ派遣する形だけでなく、「被災地には

正規職員を派遣し、その業務補完として派遣元の市で勤務する」こともできる。 

またデータバンクは、災害等の非常時だけではなく、「平時の職員配置支援」

としても活用することができる。（図表３-２） 

 

  

◆退職職員人材データバンクの活用方法 

● 災害への対応 

 ・ 被災地支援に活用、自市が被災した際に活用 

 ● 平時の職員配置支援 

 ・ 専門知識や行政知識が必要な期間限定的業務等に従事 

● 各市が、登録を希望する自市退職職員のリストを作成し、運用する 

図表 3-2 退職職員人材データバンクの活用方法のイメージ 

災害への対応 

元所属市勤務 
平時の職員配置
支援 

元所属市の再任
用又は任期付職
員として採用 

元所属市の再任用
又は任期付職員と
して採用 

元所属市の再任
用又は任期付職
員として採用 

被災市町村の任期
付職員として採用 

被災市町村勤務 

被災地支援を
行う場合 

自市が被災し
た場合 

元所属市勤務 
（補充） 

被災市町村勤務 
（派遣） 

元所属市勤務 

              

 

任期付職員は、５年を上限として、必要な期間、一般職として採用するもの

で、復旧・復興に必要な人材を確保する手法として、被災市町村の退職職員だ

けでなく、支援側の市町村でも退職職員の人材活用を積極的に考えるべきであ

る。 

これまでは、平時業務において、民間活用等を図るために任期付職員制度を

活用した市町村はあるものの、災害対応としての活用は、どの市町村も検討し

てこなかったため、任期付職員条例を制定している市町村は、まだわずかとい

う現状である。そのため、被災市町村に任期付職員条例がない場合は、支援側

の退職職員を任期付職員として採用しようとしても、できないということもあ

り得る。 

このことは、多摩 26市の各市にもいえることで、「アンケート結果から見え

てきた課題」でも触れたとおり、条例を制定している６市に今後の条例制定を

予定しているなどの６市を加えても、半数に満たない状況である。 

平時は必要でなくとも災害対策としての有効な手段の一つと成り得るし、東

日本大震災の被災市町村の例でもわかるとおり、必ずしも、応援協定都市や友

好都市から、中長期にわたって継続的な支援が受けられる保証はない。条例を

制定しておけば、自市の退職職員だけでなく、国や他自治体の退職職員、民間

の専門職等の活用も可能となる。 

このようなことから、多摩 26 市の各市においても、自らが被災した際の、

人材を広く募るための手法の一つとして、危機管理対策の観点からも、条例の

制定を進めるべきである。 

 

■ 応援協定都市や姉妹都市等における任期付職員条例制定の必要性 

今後の災害支援を考えると、応援協定都市や姉妹都市等に対しても、任期付

職員条例の制定を求めていくことも必要である。 

応援協定都市や姉妹都市等が災害に見舞われ、復旧・復興のために中長期に

人材が必要になった際、退職職員の中から派遣希望者を紹介することもできる

が、応援協定都市や姉妹都市等が、条例を定めていない場合は、支援側が再任

用や任期付職員として採用して派遣する形態になってしまう。 

被災した市町村が、他の自治体等の退職職員を一定期間雇用するには、条例

の制定が必要であり、被災してから条例制定をするとなると、それだけで余分

な時間が取られてしまう。 

任期付職員制度を活用するメリットとして、任用期間中は正規職員と同じ一

般職として、責任を持って活躍してもらえること、また任用される職員にとっ

ても、正規職員と同じ待遇で雇用されることで、嘱託職員や臨時的任用職員と

比べて安定した身分で仕事ができることなどが挙げられる。 
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（３）退職職員人材データバンクの活用方法 
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人材が必要になった際、退職職員の中から派遣希望者を紹介することもできる

が、応援協定都市や姉妹都市等が、条例を定めていない場合は、支援側が再任

用や任期付職員として採用して派遣する形態になってしまう。 

被災した市町村が、他の自治体等の退職職員を一定期間雇用するには、条例

の制定が必要であり、被災してから条例制定をするとなると、それだけで余分

な時間が取られてしまう。 

任期付職員制度を活用するメリットとして、任用期間中は正規職員と同じ一

般職として、責任を持って活躍してもらえること、また任用される職員にとっ

ても、正規職員と同じ待遇で雇用されることで、嘱託職員や臨時的任用職員と

比べて安定した身分で仕事ができることなどが挙げられる。 
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○ 被災市町村で任期付職員として採用 

データバンク登録者の中に、被災市町村からの要請に条件が合い、また本

人にも被災地で勤務する意志がある者がいる場合、本人の同意の上で、被災

市町村に登録者に関する情報を提供する。被災市町村と登録者本人による調

整の結果合意に至った場合は、被災市町村の任期付職員として採用してもら

う。（図表３-４） 

この場合、採用された登録者の身分は被災市町村の職員となるため、派遣

元の市で正規職員が不在となることはなく、一時的な給与の肩代わりなどの

負担も必要ない。 

ただし、市町村が人材の紹介・あっせんを行う場合には、被災市町村と職

業紹介に関する協定を締結した上で、職業安定法第 33 条の４の規定に基づ

く無料職業紹介事業として厚生労働大臣に届出が必要であるため、現状にお

いては、無料職業紹介事業に当たらない範囲での情報提供を行い、採用に係

る調整等については、被災自治体と退職職員本人が直接行うのが現実的であ

る。また、被災市町村においても任期付職員条例を制定しておく必要がある。 

 

 

 

○ 派遣元市の再任用又は任期付職員として派遣 

被災市町村に任期付職員条例がなく、派遣職員受入れのための制度整備が

行われていない場合、登録者の中から条件に合う者を、派遣元の市で再任用

職員又は任期付職員として採用し、被災市町村に派遣する形をとる方法が考

えられる。（図表３-５） 

この場合は、就職の紹介・あっせんには当たらないため、職業安定法上の

図表 3-4 被災地支援に係るデータバンク登録から採用までのスキームⅠ 
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■ 退職職員人材データバンク活用の基本スキーム 

退職職員の情報は、当該職員が所属していた市に登録することを基本とする。

市は、職員の退職時や再任用任期満了時に、データバンクへの登録を希望する
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しているデータバンクの中から、保有資格や現役時の経験業務等から条件に合

う登録者をピックアップし、採用に向けた調整を行う。採用の合意が得られた

場合には、再任用や臨時的任用、任期付採用などの任用を行う。（図表３-３） 

その際、任用の方法や期間、業務内容、勤務地、勤務時間、給与など、勤務

条件は様々な形態が考えられるが、原則、個々の事案に応じて登録者と調整し、

決定するものとする。 

ただし、退職職員の中には、勤務条件が不明確なことによる不安から登録を

躊躇する者も少なくないと考えられる。そこで、あらかじめいくつかの勤務形

態をパターン化し、希望する場合には登録時に選択できるようにするなど、登

録に対する抵抗感を軽減する方策も検討しておくべきではないだろうか。 

 

 

■ 被災地支援のための活用 

対象業務が被災地支援のための職員派遣である場合、２通りのケースが考え

られる。一つ目が、登録者を「被災市町村が任期付職員として採用する」流れ、

二つ目が、「派遣元の市で再任用又は任期付職員として採用し、被災市町村へ

派遣する」流れである。 

 

 

図表 3-3 データバンク登録者採用の基本的なスキーム 
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○ 退職職員人材データバンクの管理者 

退職職員人材データバンクを設置した市の市長とする。 

 

○ 個人情報の漏えい等の防止に関する措置 

管理者は、退職職員人材データバンクに関する事務処理に当たっては、デ

ータを目的以外の事業に使用することのないよう公正かつ適切に行うとと

もに、個人情報の漏えい、改ざん及び不正な利用を防止するため、必要な措

置を講じ、個人情報の保護に努めなければならない。また、共同運用を実施

し、他へ情報提供する際には、個人情報の取扱いを明確化するため、提供先、

提供内容について明文化しておくこととする。 

 

○ 登録対象者 

定年退職者、普通退職者及びこれらの退職をする１年以内の者のうち、登

録を希望し申請を行った者とする。ただし、地方公務員法第 16 条の欠格条

項に該当する者は対象としない。また、登録を行ったとしても、採用を保証

するものではなく、個人による就職活動を妨げるものではないこととする。 

なお、登録の申請後に、登録者本人から申請取下げの申し出があった場合

又は登録者の死亡若しくは事故等が判明し、明らかに目的を達成できないと

市が判断した場合には、登録者に関するデータを削除できることとする。 

 

○ 登録有効期間 

退職者人材データバンクを円滑に運用するためには、生きた情報を提供で

きなくては意味がない。したがって、必要なときに登録者を迅速に確保でき

るよう、登録後経過する期間（例:登録後５年間）による有効期間を設ける。

また、更新可能とし、意欲の高い登録者を確保できるようにする。ただし、

登録者の負担を考え、年齢による制限（例：上限 75 歳）を設けることとす

る。 

 

○ 登録データ項目の検討 

退職職員人材データバンクに登録する項目としては、図表３-９に掲げる

項目が考えられる。 

基本的には、求職票の記載事項をベースとして、行政での経験業務や被災

地への就職・派遣の希望の有無及び就職・派遣希望先など、被災地支援に係

る項目を独自に追加している。  

              

 

（４）退職職員人材データバンクの構築 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各市が退職職員人材データバンクを構築する際に、定めておくべき事項や、

実際にデータとして登録すべき項目を提言する。 

各市において、今後、実際にデータバンクを構築する際、また構築に向けた

条例改正や規程及び要綱制定の際の参考としていただきたい。 

また、将来多摩 26市が共同で利用及び運用することを考えるならば、登録項

目については、共通の標準フォーマットを利用することが望ましい。 

 

■ 退職職員人材データバンクの概要 

○ 目的 

退職職員人材データバンクの構築は、多摩 26 市が、災害時における被災

地方公共団体への人的支援、自らが被災した場合の住民の生命・生活の維持、

復旧・復興、及び平時における当該市や他市町村等で発生した事業等を行う

ために必要な人材を迅速に確保することを目的に、当該市の退職職員に関す

る事項の収集・保管を行うものである。 

 

○ 退職職員人材データバンクが利用できる事業 

ア 災害時における被災自治体への支援に係る事業 

イ 自市が被災した場合の住民の生命・生活の維持及び復旧・復興のために

必要な事業 

ウ 自市及び他の市町村等が、一定の期間に限って実施する高度で専門的な

行政知識及び経験が必要な事業 

◆ 退職職員人材データバンクの概要 

 ● 災害対応及び平時業務において、迅速に人材を確保することが目的 

 ● 被災地支援、自市の復旧・復興業務及び平時において高度で専門的な行政知

識・経験が必要な業務に利用 

 ● データバンクの管理者は、設置した市長 

 ● 個人情報保護に関する措置が必要 

 ● 登録対象者は、定年退職者、普通退職者及び退職する１年以内の者で、デー

タバンクへの登録申請を行った者 

 ● 登録有効期間を設定 

 ● 登録データ項目は、氏名、性別、生年月日等のほか、退職時の職種、被災地

への派遣希望の有無、派遣希望地、業務履歴などを登録 
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（５）退職職員人材データバンク多摩 26市共同運用に向けて 

 

 

 

退職職員人材データバンクは、多摩 26市が共同運用することで、さらに有効

なものとなる。そこで、将来の共同運用化に向けて、スキームを整理し提言す

る。 

 

■ 共同運用について 

共同運用とは、退職職員人材データバンクを設置した各市が、保有する退職

職員人材情報を一つに統合して、運用・活用することを指す。登録者情報を多

摩 26市に公開することについては、登録時に登録者本人より承諾を得ること

とする。 

共同運用により、人事担当者は自市の登録者だけでは、業務ニーズにあった

職種や経験者を充足できない場合に、他市の登録者からも候補者を探せるよう

になる。また、登録者にとっても、勤務先が元所属市に限定されないため、居

住地と元所属市が異なる場合は居住する市で勤務するなど、知識・経験を活か

せる勤め先の選択肢が広がるというメリットがある。 

 

■ 退職職員人材データバンク多摩 26市共同運用のスキーム 

多摩 26市が共同運用を実施する際のスキームは、次のようなものが考えら

れる。 

◆ 退職職員人材データバンク多摩 26市共同運用に向けて 

● 共同運用について 

 ・ 各市の退職職員人材情報を一つに統合して、運用・活用する 

・ 他市の登録者も活用できるようになり、登録者にとっても勤務先の選択肢が

広がるメリットがある 

● 多摩 26市共同運用のスキーム 

○ 参加市相互での共同運用 

 ・ 合意した市同士で、コストをかけずにすぐに開始できる 

・ 多数の市で運用する際にはリストの情報管理が煩雑 

○ 共同運用実施機関を介した共同運用 

 ・ 多数の市で運用する場合にも情報管理がしやすい 

・ ウェブ上で、26市が直接リスト管理することが望ましい 

              

 

図表 3-9 登録項目（例） 

№ 項 目 備 考 

１ 整理番号 自治体コード、個別整理番号 

２ 氏名 ふりがな、漢字 

３ 性別 男、女 

４ 生年月日 西暦 

５ 住所 郵便番号、都道府県、郡・市区町村、区（行政区）、字、

丁目、番、号、方書き 

６ 電話番号、メールアドレス 自宅、携帯、メールアドレス 

７ 学歴 学校区分（大学院、大学、高校、専門学校、その他），

態様（卒卒業、中退、その他） 

８ 家族 配偶者の有無、扶養家族（人） 

９ 退職時の職種 一般行政職、建築職、土木職、電気技術、化学技術、保

健師、保育士、栄養士、学芸員、図書館書士など 

10 管理職経験の有無 部長職、課長職、課長補佐職 

11 所有免許・資格 免許・資格１、免許・資格２、免許・資格３ 

12 在職中の経験業務 経験業務１、経験業務２、経験業務３ 

13 災害時行政ボランティア登録 有、無 

14 元所属市町村への勤務希望※1 有、無 

15 多摩地域他自治体への再就職・派遣希望 有、無 

16 多摩地域の他自治体の勤務希望地※2 希望地１、希望地２ 

17 災害被災地派遣の希望※1 有、無 

18 災害被災地派遣の希望地※2 希望地１、希望地２ 

19 希望業務※3 希望業務１、希望業務２ 

20 希望勤務形態 全日勤務、短時間勤務（  :  ～  :  ）、夜間勤務可、

土日祝日勤務可 

21 勤務履歴 勤務履歴１ 雇用形態（再任用、任期付職員、嘱託員、臨時職員、そ

の他）、勤務先（自治体及び部署）、勤務業務 

勤務履歴２ 雇用形態（再任用、任期付職員、嘱託員、臨時職員、そ

の他）、勤務先（自治体及び部署）、勤務業務 

勤務履歴３ 雇用形態（再任用、任期付職員、嘱託員、臨時職員、そ

の他）、勤務先（自治体及び部署）、勤務業務 

22 その他  

23 備考  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【注】 
※1 元所属市町村への勤務希望及び災害被災地派遣の希望の有無について 

災害被災地への派遣希望がない退職職員であっても、正規職員の被災地派遣後の補充については、可
の場合もあるので、どちらかが可の場合は、退職職員人材データバンクへ登録をしてもらう。 

※2 多摩地域の他自治体の勤務希望地及び災害被災地派遣の希望地について 
本人、父母、配偶者等の出身地、在住経験のある土地、あるいは知人等が在住しているなどの理由に

より、派遣希望地がある場合は、記載をしてもらう。中長期派遣や被災地方公共団体の任期付職員とな
る場合は、数か月から５年程度生活し続けることとなるため、宿泊できる場所がある、土地勘がある、
知人や友人がいるなどは、全く知らない土地で生活することに比べて、心身に係わるストレスの軽減に
もつながる。 

※3 希望業務について 
土木職であっても、「下水道に精通している」、「橋梁の設計に精通している」など個人によって得意

分野があると考えられる。また、逆に、業務経験はあっても、不得意と思っている分野もあるかと思わ
れるので、在職中の経験業務のみでなく、登録者本人の希望業務を登録してもらう。 
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（５）退職職員人材データバンク多摩 26市共同運用に向けて 

 

 

 

退職職員人材データバンクは、多摩 26市が共同運用することで、さらに有効

なものとなる。そこで、将来の共同運用化に向けて、スキームを整理し提言す

る。 

 

■ 共同運用について 

共同運用とは、退職職員人材データバンクを設置した各市が、保有する退職

職員人材情報を一つに統合して、運用・活用することを指す。登録者情報を多

摩 26市に公開することについては、登録時に登録者本人より承諾を得ること

とする。 

共同運用により、人事担当者は自市の登録者だけでは、業務ニーズにあった

職種や経験者を充足できない場合に、他市の登録者からも候補者を探せるよう

になる。また、登録者にとっても、勤務先が元所属市に限定されないため、居

住地と元所属市が異なる場合は居住する市で勤務するなど、知識・経験を活か

せる勤め先の選択肢が広がるというメリットがある。 

 

■ 退職職員人材データバンク多摩 26市共同運用のスキーム 

多摩 26市が共同運用を実施する際のスキームは、次のようなものが考えら

れる。 

◆ 退職職員人材データバンク多摩 26市共同運用に向けて 

● 共同運用について 

 ・ 各市の退職職員人材情報を一つに統合して、運用・活用する 

・ 他市の登録者も活用できるようになり、登録者にとっても勤務先の選択肢が

広がるメリットがある 

● 多摩 26市共同運用のスキーム 

○ 参加市相互での共同運用 

 ・ 合意した市同士で、コストをかけずにすぐに開始できる 

・ 多数の市で運用する際にはリストの情報管理が煩雑 

○ 共同運用実施機関を介した共同運用 

 ・ 多数の市で運用する場合にも情報管理がしやすい 

・ ウェブ上で、26市が直接リスト管理することが望ましい 

              

 

図表 3-9 登録項目（例） 

№ 項 目 備 考 

１ 整理番号 自治体コード、個別整理番号 

２ 氏名 ふりがな、漢字 

３ 性別 男、女 

４ 生年月日 西暦 

５ 住所 郵便番号、都道府県、郡・市区町村、区（行政区）、字、

丁目、番、号、方書き 

６ 電話番号、メールアドレス 自宅、携帯、メールアドレス 

７ 学歴 学校区分（大学院、大学、高校、専門学校、その他），

態様（卒卒業、中退、その他） 

８ 家族 配偶者の有無、扶養家族（人） 

９ 退職時の職種 一般行政職、建築職、土木職、電気技術、化学技術、保

健師、保育士、栄養士、学芸員、図書館書士など 

10 管理職経験の有無 部長職、課長職、課長補佐職 

11 所有免許・資格 免許・資格１、免許・資格２、免許・資格３ 

12 在職中の経験業務 経験業務１、経験業務２、経験業務３ 

13 災害時行政ボランティア登録 有、無 

14 元所属市町村への勤務希望※1 有、無 

15 多摩地域他自治体への再就職・派遣希望 有、無 

16 多摩地域の他自治体の勤務希望地※2 希望地１、希望地２ 

17 災害被災地派遣の希望※1 有、無 

18 災害被災地派遣の希望地※2 希望地１、希望地２ 

19 希望業務※3 希望業務１、希望業務２ 

20 希望勤務形態 全日勤務、短時間勤務（  :  ～  :  ）、夜間勤務可、

土日祝日勤務可 

21 勤務履歴 勤務履歴１ 雇用形態（再任用、任期付職員、嘱託員、臨時職員、そ

の他）、勤務先（自治体及び部署）、勤務業務 

勤務履歴２ 雇用形態（再任用、任期付職員、嘱託員、臨時職員、そ

の他）、勤務先（自治体及び部署）、勤務業務 

勤務履歴３ 雇用形態（再任用、任期付職員、嘱託員、臨時職員、そ

の他）、勤務先（自治体及び部署）、勤務業務 

22 その他  

23 備考  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【注】 
※1 元所属市町村への勤務希望及び災害被災地派遣の希望の有無について 

災害被災地への派遣希望がない退職職員であっても、正規職員の被災地派遣後の補充については、可
の場合もあるので、どちらかが可の場合は、退職職員人材データバンクへ登録をしてもらう。 

※2 多摩地域の他自治体の勤務希望地及び災害被災地派遣の希望地について 
本人、父母、配偶者等の出身地、在住経験のある土地、あるいは知人等が在住しているなどの理由に

より、派遣希望地がある場合は、記載をしてもらう。中長期派遣や被災地方公共団体の任期付職員とな
る場合は、数か月から５年程度生活し続けることとなるため、宿泊できる場所がある、土地勘がある、
知人や友人がいるなどは、全く知らない土地で生活することに比べて、心身に係わるストレスの軽減に
もつながる。 

※3 希望業務について 
土木職であっても、「下水道に精通している」、「橋梁の設計に精通している」など個人によって得意

分野があると考えられる。また、逆に、業務経験はあっても、不得意と思っている分野もあるかと思わ
れるので、在職中の経験業務のみでなく、登録者本人の希望業務を登録してもらう。 
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○ 共同運用実施機関を介した共同運用 

共同運用の際、情報管理の煩雑さに対応するために考えられるのが、情報

の統合、更新などを一元的に担う共同運用実施機関を設け、そこが中心とな

って運用するスキームである。多数の市による共同運用にも比較的容易に対

応することができる。（図表３-11） 

共同運用実施機関は、各市より登録者情報の提供を受け、統合する。統合

された登録者リストは、人材を求めている市がウェブ上で参照できるように

する。条件に合う人材が他市登録者の中にいた場合、その登録者の元所属市

より詳細な情報の提供を受け、本人と調整し、任期付職員等として採用する。 

このスキームでは、登録情報の管理はすべて共同運用実施機関を介すため、

連絡の手間等が課題になると考えられる。ゆくゆくは、共同運用実施機関を

介さずに、ウェブ上の登録情報を 26市が直接管理するなど、よりシンプル

で即応性の高いスキームに展開していくことが望ましい。 

また、このように情報を統合し管理しておくことにより、災害時の被災地

支援の際に、被災自治体にもリストを提供又は公開することが可能となり、

迅速な支援に結び付けることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 登録者リスト（26 市統合版） 

共同運用実施機関（ウェブサーバ） 

図表 3-11 共同運用実施機関を介した共同運用のスキーム 
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○ 参加市相互での共同運用 

退職職員人材データバンクを設置した市同士で、各市が保有する退職職員

人材情報をＥＸＣＥＬ（マイクロソフト社の表計算ソフト）データなどで共

有し、運用する。（図表３-10） 

これにより、人材を求めている市は、他市の登録者も含めて条件に合う人

材を探すことができるようになる。他市登録者を活用したい場合は、該当す

る登録者の元所属市より詳細な情報提供を受け、登録者本人と採用に向けた

調整を行い、任期付職員等として採用する。 

このスキームは、26 市全市の準備が整わなくても、合意した市同士です

ぐに開始することができる。システムの開発や管理といったコストも不要で

ある。 

ただし、多数の市が参加して運営するには、情報の精度や更新頻度、各市

データの整合性の確保など、情報管理の煩雑さが課題となる。 

 

図表 3-10 参加市相互での共同運用のスキーム（３市で実施した場合） 
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○ 共同運用実施機関を介した共同運用 

共同運用の際、情報管理の煩雑さに対応するために考えられるのが、情報

の統合、更新などを一元的に担う共同運用実施機関を設け、そこが中心とな

って運用するスキームである。多数の市による共同運用にも比較的容易に対

応することができる。（図表３-11） 

共同運用実施機関は、各市より登録者情報の提供を受け、統合する。統合

された登録者リストは、人材を求めている市がウェブ上で参照できるように

する。条件に合う人材が他市登録者の中にいた場合、その登録者の元所属市

より詳細な情報の提供を受け、本人と調整し、任期付職員等として採用する。 

このスキームでは、登録情報の管理はすべて共同運用実施機関を介すため、

連絡の手間等が課題になると考えられる。ゆくゆくは、共同運用実施機関を

介さずに、ウェブ上の登録情報を 26 市が直接管理するなど、よりシンプル

で即応性の高いスキームに展開していくことが望ましい。 

また、このように情報を統合し管理しておくことにより、災害時の被災地

支援の際に、被災自治体にもリストを提供又は公開することが可能となり、

迅速な支援に結び付けることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 登録者リスト（26 市統合版） 

共同運用実施機関（ウェブサーバ） 

図表 3-11 共同運用実施機関を介した共同運用のスキーム 
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○ 参加市相互での共同運用 

退職職員人材データバンクを設置した市同士で、各市が保有する退職職員

人材情報をＥＸＣＥＬ（マイクロソフト社の表計算ソフト）データなどで共

有し、運用する。（図表３-10） 

これにより、人材を求めている市は、他市の登録者も含めて条件に合う人

材を探すことができるようになる。他市登録者を活用したい場合は、該当す

る登録者の元所属市より詳細な情報提供を受け、登録者本人と採用に向けた

調整を行い、任期付職員等として採用する。 

このスキームは、26 市全市の準備が整わなくても、合意した市同士です

ぐに開始することができる。システムの開発や管理といったコストも不要で

ある。 

ただし、多数の市が参加して運営するには、情報の精度や更新頻度、各市

データの整合性の確保など、情報管理の煩雑さが課題となる。 

 

図表 3-10 参加市相互での共同運用のスキーム（3市で実施した場合） 
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図表 3-10 参加市相互での共同運用のスキーム（３市で実施した場合） 

 



              

 

○ 共同運用実施機関を介した共同運用 

共同運用の際、情報管理の煩雑さに対応するために考えられるのが、情報

の統合、更新などを一元的に担う共同運用実施機関を設け、そこが中心とな

って運用するスキームである。多数の市による共同運用にも比較的容易に対

応することができる。（図表３-11） 

共同運用実施機関は、各市より登録者情報の提供を受け、統合する。統合

された登録者リストは、人材を求めている市がウェブ上で参照できるように

する。条件に合う人材が他市登録者の中にいた場合、その登録者の元所属市

より詳細な情報の提供を受け、本人と調整し、任期付職員等として採用する。 

このスキームでは、登録情報の管理はすべて共同運用実施機関を介すため、

連絡の手間等が課題になると考えられる。ゆくゆくは、共同運用実施機関を

介さずに、ウェブ上の登録情報を 26市が直接管理するなど、よりシンプル

で即応性の高いスキームに展開していくことが望ましい。 

また、このように情報を統合し管理しておくことにより、災害時の被災地

支援の際に、被災自治体にもリストを提供又は公開することが可能となり、

迅速な支援に結び付けることができる。 
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○ 参加市相互での共同運用 

退職職員人材データバンクを設置した市同士で、各市が保有する退職職員

人材情報をＥＸＣＥＬ（マイクロソフト社の表計算ソフト）データなどで共

有し、運用する。（図表３-10） 

これにより、人材を求めている市は、他市の登録者も含めて条件に合う人

材を探すことができるようになる。他市登録者を活用したい場合は、該当す

る登録者の元所属市より詳細な情報提供を受け、登録者本人と採用に向けた

調整を行い、任期付職員等として採用する。 

このスキームは、26 市全市の準備が整わなくても、合意した市同士です

ぐに開始することができる。システムの開発や管理といったコストも不要で

ある。 

ただし、多数の市が参加して運営するには、情報の精度や更新頻度、各市

データの整合性の確保など、情報管理の煩雑さが課題となる。 

 

図表 3-10 参加市相互での共同運用のスキーム（３市で実施した場合） 
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○ 共同運用実施機関を介した共同運用 

共同運用の際、情報管理の煩雑さに対応するために考えられるのが、情報

の統合、更新などを一元的に担う共同運用実施機関を設け、そこが中心とな

って運用するスキームである。多数の市による共同運用にも比較的容易に対

応することができる。（図表３-11） 

共同運用実施機関は、各市より登録者情報の提供を受け、統合する。統合

された登録者リストは、人材を求めている市がウェブ上で参照できるように

する。条件に合う人材が他市登録者の中にいた場合、その登録者の元所属市

より詳細な情報の提供を受け、本人と調整し、任期付職員等として採用する。 

このスキームでは、登録情報の管理はすべて共同運用実施機関を介すため、

連絡の手間等が課題になると考えられる。ゆくゆくは、共同運用実施機関を

介さずに、ウェブ上の登録情報を 26 市が直接管理するなど、よりシンプル

で即応性の高いスキームに展開していくことが望ましい。 

また、このように情報を統合し管理しておくことにより、災害時の被災地

支援の際に、被災自治体にもリストを提供又は公開することが可能となり、

迅速な支援に結び付けることができる。 
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○ 参加市相互での共同運用 

退職職員人材データバンクを設置した市同士で、各市が保有する退職職員

人材情報をＥＸＣＥＬ（マイクロソフト社の表計算ソフト）データなどで共

有し、運用する。（図表３-10） 

これにより、人材を求めている市は、他市の登録者も含めて条件に合う人

材を探すことができるようになる。他市登録者を活用したい場合は、該当す

る登録者の元所属市より詳細な情報提供を受け、登録者本人と採用に向けた

調整を行い、任期付職員等として採用する。 

このスキームは、26 市全市の準備が整わなくても、合意した市同士です

ぐに開始することができる。システムの開発や管理といったコストも不要で

ある。 

ただし、多数の市が参加して運営するには、情報の精度や更新頻度、各市

データの整合性の確保など、情報管理の煩雑さが課題となる。 

 

図表 3-10 参加市相互での共同運用のスキーム（3市で実施した場合） 
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おくべきではないだろうか。 

任期付職員制度の活用も、その対策の一つである。本文中でも触れたとおり、

任期付職員制度は、元々は、行政の高度化、専門化への対応や期間が限定され

る繁忙業務への対策として設けられたもので、災害対応等を想定したものでは

ない。 

しかしながら、東日本大震災においては、被災地支援や復興事業等への対応

手段として不可欠なものとなっている。 

まだ任期付職員制度の活用を検討していない市も、危機管理対策の一つとし

て、ぜひ検討をしてもらいたい。 

 

この提言では、退職職員人材データバンクは、各市において、管理・運営を

行うことをベースとして考えている。 

しかしながら、広域的・一体的な管理運営を行った方が、より効率的であり、

今後も全国市長会などから元職員に係る情報提供依頼のようなことがあっても、

迅速な対応が可能である。 

また、平時において、自市でこれまで経験のない事業でも、多摩 26市の他市

で既に経験している場合や、自市で不足している専門職員を他市の退職職員の

中から探したい場合にも活用が期待できる。 

共同運用については、データの収集・保管をはじめとする個人情報の取扱い

や運用主体をどうすべきかなど、現時点では、まだまだ課題が多い。 

しかし、日常から退職職員人材データバンクを活用していないと、いざ災害

が起きた時に、直ぐに運用ができるものではない。できるところから、運用を

始め、修正を加えながら、より良いものとしていく必要がある。 

まずは、退職職員人材データバンクを活用したい市同士や隣接市間、ブロッ

ク単位などで運用を始めていくことが必要でないだろうか。 

 

東日本大震災や東京都地域防災計画の改定を受けて、多摩 26市の中にも、市

地域防災計画やＢＣＰの見直しに向けた作業に取り組んでいる市も見受けられ

る。平成 24 年 11 月に改正された「東京都地域防災計画」においては、発生す

れば我々多摩地域に最も影響が大きいと思われる立川断層帯地震への対策が十

分に反映されておらず、東京都では、今後３カ年をかけて、文部科学省と共同

し、調査を行っていくとしている。この結果によっては、多摩 26市各市におい

て、更なる市地域防災計画やＢＣＰの改正を行う必要もあるであろう。 

 

本提言の一部でも、多摩 26市各市の施策の参考になればと願っている。 

  

              

 

４ おわりに 

 

本提言を取りまとめている最中、全国市長会から都道府県市長会長宛てに「被

災市町村で働く意欲のある市区の元職員等の情報提供に係る元職員等の情報の

とりまとめについて（依頼）」（発行第 101号。平成 24 年 11 月 30日）が出され

た。 

被災市町村では、未だに職員が不足する状況が続いていることから、これま

での職員派遣のスキームに加え、全国市長会、全国町村会、総務省及び被災県

が協力し、被災市町村で働く意欲のある全国市町村の元職員の情報を被災市町

村に提供するための体制を構築しようというものである。 

東日本大震災の発生以降、全国の多くの自治体では、被災市町村への正規職

員の派遣が中長期化するに伴い、被災市町村から求められる人員の確保及び人

選などで苦慮している状況となっている。 

特に、土木職や建築職、保健師をはじめとする技術専門職の派遣要請につい

ては、各市とも多くの技術専門職員を抱えていないことから、１人が不在とな

るだけでも日常業務への影響は大きい。また、技術専門職が少ない故に、同じ

職員が、複数回にわたって派遣されるケースも見られている。 

東京都市長会では、政策提言「広域連携による災害時人的支援について」（平

成 24年２月）の中で、退職職員人材データバンクの必要性について訴えてきた

が、ここに来て被災地支援における自治体退職職員の人材活用に向けた動きが

起きてきたといえる。 

 

我々多摩 26市が被災した場合も、東日本大震災の被災市町村と同じように復

旧や復興に係る人材が不足する可能性があることを想定しておくべきである。 

多摩 26市の人事担当部署へのアンケート結果によると、災害復興時に想定す

る不足職員の補充方法に関する質問への回答として、８割近い 20 市が、「応援

協定都市等からの応援」と回答している。 

発災直後の応急措置においては、東日本大震災でも、応援協定都市や友好都

市等基礎自治体同士の水平的支援が、最も迅速で、有効であった。 

しかしながら、これら応援協定都市等からの人的支援が中長期的にも期待で

きるかといえば、必ずしもそうとはいえない。我々が、東北の被災市町村から

の職員派遣要請を十分に満たすだけの支援をしきれていないのと同様に、応援

協定都市等にとっても中長期的な人的支援は負担となることは十分に想定でき

ることである。 

その時になって慌てないように、人材を確保する手段について、複数の方法

を考えておくべきであり、退職職員の人材活用も、その中の一つと位置付けて
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おくべきではないだろうか。 

任期付職員制度の活用も、その対策の一つである。本文中でも触れたとおり、

任期付職員制度は、元々は、行政の高度化、専門化への対応や期間が限定され

る繁忙業務への対策として設けられたもので、災害対応等を想定したものでは

ない。 

しかしながら、東日本大震災においては、被災地支援や復興事業等への対応

手段として不可欠なものとなっている。 

まだ任期付職員制度の活用を検討していない市も、危機管理対策の一つとし

て、ぜひ検討をしてもらいたい。 

 

この提言では、退職職員人材データバンクは、各市において、管理・運営を

行うことをベースとして考えている。 

しかしながら、広域的・一体的な管理運営を行った方が、より効率的であり、

今後も全国市長会などから元職員に係る情報提供依頼のようなことがあっても、

迅速な対応が可能である。 

また、平時において、自市でこれまで経験のない事業でも、多摩 26市の他市

で既に経験している場合や、自市で不足している専門職員を他市の退職職員の

中から探したい場合にも活用が期待できる。 

共同運用については、データの収集・保管をはじめとする個人情報の取扱い

や運用主体をどうすべきかなど、現時点では、まだまだ課題が多い。 

しかし、日常から退職職員人材データバンクを活用していないと、いざ災害

が起きた時に、直ぐに運用ができるものではない。できるところから、運用を

始め、修正を加えながら、より良いものとしていく必要がある。 

まずは、退職職員人材データバンクを活用したい市同士や隣接市間、ブロッ

ク単位などで運用を始めていくことが必要でないだろうか。 

 

東日本大震災や東京都地域防災計画の改定を受けて、多摩 26市の中にも、市

地域防災計画やＢＣＰの見直しに向けた作業に取り組んでいる市も見受けられ

る。平成 24 年 11 月に改正された「東京都地域防災計画」においては、発生す

れば我々多摩地域に最も影響が大きいと思われる立川断層帯地震への対策が十

分に反映されておらず、東京都では、今後３カ年をかけて、文部科学省と共同

し、調査を行っていくとしている。この結果によっては、多摩 26市各市におい

て、更なる市地域防災計画やＢＣＰの改正を行う必要もあるであろう。 

 

本提言の一部でも、多摩 26市各市の施策の参考になればと願っている。 
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災市町村で働く意欲のある市区の元職員等の情報提供に係る元職員等の情報の

とりまとめについて（依頼）」（発行第 101号。平成 24 年 11 月 30日）が出され

た。 

被災市町村では、未だに職員が不足する状況が続いていることから、これま

での職員派遣のスキームに加え、全国市長会、全国町村会、総務省及び被災県

が協力し、被災市町村で働く意欲のある全国市町村の元職員の情報を被災市町

村に提供するための体制を構築しようというものである。 
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職員が、複数回にわたって派遣されるケースも見られている。 
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が、ここに来て被災地支援における自治体退職職員の人材活用に向けた動きが

起きてきたといえる。 

 

我々多摩 26市が被災した場合も、東日本大震災の被災市町村と同じように復

旧や復興に係る人材が不足する可能性があることを想定しておくべきである。 
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